
愛知県
副業・兼業人材活用促進事業費補助金

「攻めの経営」に取り組む中小企業を応援！

 過去に「愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業人材活用」を
行ったことのない県内中小企業等

支援企業要件

 副業・兼業人材活用により発生する以下の経費
• 人材紹介事業者へ払う紹介手数料
• 副業・兼業人材に支払う報酬
• 副業・兼業人材に支払う移動費（交通費・宿泊費）

 ただし、副業・兼業人材との契約期間が５か月以内であること

補助対象経費

 補助対象経費の8/10
 上限50万円

交付額

 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じたもののみ
 初回利用のみ
 他の補助金との併用不可

注意点

◎令和７（２０２５）年４月から受付開始
※予算上限額に達した時点で〆切となります
※申請要件等の詳細は愛知県webページを参照してください
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/fukugyo.html

愛知県労働局就業促進課業務・調整グループ
電 話：052-954-6363（ダイヤルイン）
メール：shugyo@pref.aichi.lg.jp

 副業・兼業人材が貴社の経営課題を解決！
 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた

初回副業・兼業人材活用に係る経費を最大50万円
補助します

補助金の
問い合わせ

中小企業経営者の皆様へ

※人材活用の御相談は愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点 （裏面参照）に
お問い合わせください

令和７年度

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/fukugyo.html
mailto:shugyo@pref.aichi.lg.jp


補助金申請の流れ

愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点とは

人材戦略マネージャー等による企業訪問を通じて、企業が抱える経営課題等を解決するプロ人材
を明確化した上で、課題を解決できる適切な人材とのマッチングをサポートすることにより、企業が
持つ潜在成長力を喚起し「攻めの経営」への転換を支援します。

＜住所＞
名古屋市中村区名駅四丁目
4-38 ウインクあいち14階
＜電話＞
052-433-1810
＜メール＞
office@aichi-projinzai.jp

①愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に相談（事業者→プロ人拠点）

②人材紹介事業者に取り繋ぎ（プロ人拠点→人材紹介事業者）

③補助金交付申請書の提出（事業者→県）

④補助金交付決定（県→事業者）

⑤実績報告書の提出（事業者→県）

⑥検査・交付額の決定（県→事業者）

⑦請求書の提出（事業者→県）

⑧補助金の振込（県→事業者）

・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点にプロ人材の活用について相談
の上、企業情報シートを提出してください。

・企業情報シートを人材紹介事業者に取り繋ぎます。

・業務委託等が決定したら、副業・兼業プロ人材が就業を始める15日前までに
補助金申請書を提出してください。

・申請に基づき交付決定通知します。
・交付決定されてから、副業・兼業プロ人材は業務を始めてください。

・業務終了後、速やかに経費精算を行い、実績報告書を提出してください。

・実績報告書に基づき補助金額を確定します。

・請求書を提出してください。
・適法な請求書受理後、概ね１月後に補助金を指定口座に振り込みます。

☆

☆

☆

☆

☆：補助金申請事業者が行う事務です

お気軽にお問合せください

mailto:office@aichi-projinzai.jp

